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2026.04.25「平和憲法を守る安房のつどい」     千葉県弁護士会 植竹和弘 

 

自民党憲法改正草案 

 

１ 特徴：現行憲法の基本原則の根本的改変 

  現行憲法の基本原則：「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」 

実は、その根本にある「立憲主義」 

  (1) 「立憲主義」とは？ 

 民主主義国家では国民の多数意思に従って政治的なものごとが決められてい

く。選挙で多数を占めた政党が国会の多数派となって立法権を担い、そこで内

閣総理大臣も選ばれる。内閣総理大臣は国務大臣を選んで内閣を組織し、これ

が行政権を行使する。内閣は裁判官を選び、裁判所が司法権を行使する。つま

り、国会、内閣、裁判所という権力の担い手は、国民の多数意思を反映してい

る。 

では、多数意思は常に正しいか？。 

   その時々の多数意思が過ちを犯すことは歴史の示すところ（ナポレオン帝政、

ナチスドイツ、国民の多数が熱狂的に戦争を支持した戦前の日本）。 

   不正確な情報に踊らされ、ムードに流され、目先のことしか見えなくなり、

冷静で正しい判断ができなくなる危険性が、我々の社会にはついて回る。 

   それを避けるために、予め多数意思に基づく行動に歯止めをかけることが必

要であり、その仕組みが憲法。多数決で決めるべき事もあるけれども、多数決

で決めてはいけないこともある。多数決でも変えてはならない価値を前もって

憲法の中に書き込み、多数意思を反映した国家権力を制限する。これが立憲主

義という法思想。すなわち、全ての人が個人として尊重されるために、憲法を

最高法規として国家権力を制限し、人権保障を図る。 

  (2) 自民党議員の立憲主義理解は全くなし 

  ①磯崎陽輔参議院議員（自民党憲法改正推進本部・起草委員会事務局長） 

「私は、芦部信喜先生に憲法を習いましたが、そんな言葉（立憲主義）は聞

いたことがありません。いつからの学説でしょうか」（ツイッターでのつぶ

やき） 

  ②安倍首相は、そもそも芦部信喜を知らないと（参議院予算委員会での発言） 

   安倍首相は成蹊大学法学部政治学科卒業なのに、憲法の大家を知らない。 

 

 

B. 資料 
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２ 改正草案各論 

 (1) 前文 

   いわば憲法の顔。誰が何のためにこの憲法を制定したかを明示することによ

って、その国の基本的な在り様を示し、各条文での解釈に疑義が出た場合の解

釈基準となるもの。 

  ①戦争への反省、不戦の誓い、平和的生存権の削除 

  ②「日本国は」からの書き出し。→国家主義の強調。国民主権の後退 

  ③「日本が長い歴史と固有の文化を持ち、天皇を戴く国家」 

  →固有の価値観の押しつけ。近代立憲主義国家は憲法の中に、自国を美化 

  する歴史、文化、伝統を書き込まない。価値観・評価を伴うものである 

  ため、国民の間に対立を生じてしまうから。 

→天皇の権威を強化し、国民主権を後退させるもの 

④人権より国家を尊重 

→２段落の書き出し「我が国は」。現行憲法前文が全ての段落で「国民」 

を主語として、国民のための憲法であることを明確にしていることと 大

きく異なる。 

→先の大戦を他人事のように記述、近隣諸国やわが国の国民に甚大な被 

害をもたらした加害者の視点が欠けている。平和主義の浅薄さ。 

⑤「日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重

するとともに」 

→国民に国土防衛義務を負わせる。 

→基本的人権の尊重を、国ではなく国民に求めるおかしさ。 

⑥「和を尊び、・・・互いに助け合って」 

→個人のモラルの問題。和、家族のあり方、社会の助け合いなどの是非 

は、自由な討論に因って検討されるべきで、最終的には個人の内心に 委

ねられるべき問題で、国家が介入する問題ではない。 

⑦「我々は、・・・国を成長させる」 

→国民よりも国家を優先させる発想 

⑧「良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため」 

→国民の人権保障、国民の幸せのために憲法を制定するのではなく、そ 

の目的は国家の存続にあることが端的に表れている。 

 

  (2) 天皇条項 

  ①天皇を元首と位置づけ（１条） 

②国旗、国歌の尊重義務（３条） 
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 その先取りとしての入学式・卒業式での国歌斉唱強制（東京都教育委員会）。 

 森元首相のオリンピックでの国歌斉唱強制発言。 

③元号制（４条） 

④公的行為の明確化（６条５項） 

 

  (3)「戦争の放棄」から「安全保障」へ 

  ①現行９条２項を削除 

  ②自衛権の発動（９条２項） 

    近代国家は例外なく「自衛権」を有している。現行憲法９条は、過去の戦

争を教訓として「武装自衛権」を放棄。自衛権の内容、行使の方法・手段に

ついて武器を使わないと明記している。いわば「非武装の自衛権」という新

たな国家像を憲法で提起し、戦後世界において信頼を得てきた。 

  ③国防軍の創設（９条の２） 

→緊急事態宣言とその効果（９８、９９条）は後述。 

  ④集団的自衛権も可能に（９条の２第３項：国際社会の平和と安全を確保する

ために国際的に協調して行われる活動が・・できる） 

    →「国際的に協調して行われる活動」といっても実態は日米同盟によるア 

 メリカの戦争に協力すること。 

  ⑤軍法会議（９条の２第５項） 

→現に自衛隊にある「情報保全隊」の強化、捜査権・逮捕権。 

  ⑥国民の領土保全義務（９条の３） 

 

  (4) 国民の権利及び義務（基本的人権） 

  ※自民党Ｑ＆Ａ１４ 

   Ｑ：「日本国憲法改正草案」では、国民の権利義務について、どのような方 

    針で規定したのですか？ 

   Ａ：(前略)権利は、共同体の歴史、伝統、文化の中で徐々に生成されてきた

ものです。したがって、人権規定も、我が国の歴史、文化、伝統を踏ま

えたものであることも必要だと考えます。現行憲法の規定の中には、西

欧の天賦人権説に基づいて規定されていると思われるものが散見される

ことから、こうした規定は改める必要があると考えました(後略) 

      これに関する片山さつき参議院議員のツイッター発言（2012.12.7） 

     「国民が権利は天から賦与される、義務は果たさなくていいと思ってし

まうような天賦人権論をとるのは止めよう、というのが私たちの基本的

考え方です。国があなたに何をしてくれるか、ではなくて国を維持する
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には自分に何ができるか、を皆が考えるような前文にしました！」 

  ①現行憲法９７条の削除 

    現行憲法１１条とは別に９７条が規定されている意味は、「人類の多年に

わたる自由獲得の努力の成果」である基本的人権を守るため、憲法が最高法

規として、憲法により設置される諸国家機関のなしうることにタガをはめる

という憲法の目的を、最高法規の実質的根拠を示す形で再び確認している。 

    改正草案はこの９７条を削除し、そして現行憲法とは異なって、国民に「憲

法尊重義務」を負わせている。改正草案の自由や人権についてのスタンスの

違いが象徴的に現れている。 

  ②第１２条「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及

び公の秩序に反してはならない」 

    →現行憲法の人権制約原理である「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」

に。 

「公共の福祉」：人権と人権が対立する場合の調整原理。全体の利益

が個人の利益を凌駕することを意味するものではない。 

「公益及び公の秩序」：国家や社会の利益、秩序による制限が可能に。 

ｃｆ．Ｑ＆Ａ「基本的人権の制約は、人権相互の衝突の場合に限ら れ

るものではないことを明らかにした」 

③第１３条「人として尊重される」 

→「個人」から「人」への意味するものは？。 

 「個人」は多様で自立した存在。一人ひとりの個人が豊かな人生を送る

上でも、社会や国家の発展にとっても、個人＝多様性は重要な鍵。 

 自民党草案は「個」という多様性の重要さを軽視し、均質な「人」とし

て尊重するにとどめる。日の丸・君が代尊重義務、国防義務など多くの義

務を憲法によって国民に課し、国民に憲法を守らせようとしている。憲法

は個人の人権を守るために権力を縛るための道具ではなく、国が国民を支

配するための道具へ変質している。 

④第１３条「国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、・・ 

尊重されなければならない」 

  →国家、社会の利益・秩序による基本的人権の制限が可能に。明治憲法の 

  人権保障にまで後退する。 

⑤第１５条３項「日本国籍にを有する成年者による普通選挙」 

  →外国人参政権の否定 

⑥第１９条の２「個人情報の不当取得の禁止」 

  →情報取得の制限は民主主義を阻害する。政治家や公務員の適格性を明確 
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  に判断できなくなる危険性。 

⑦第２０条３項「社会的儀礼、習俗的行為への宗教的活動を認める」 

  →天皇、首相、閣僚、国会議員の靖国神社参拝が可能に。   

⑧第２１条２項の新設「公益及び公の秩序を害する表現活動、結社の禁止」 

→国民に対する禁止規定。「公益を害する目的」の判断者は国家、つまり 

時の権力者。彼らの恣意的な判断によって都合の悪い言論を封じ込め る

ことが可能になる。 

 最近のマスコミの劣化、自主規制の問題。 

  ⑨第２４条１項「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。 

   家族は、互いに助け合わなければならない」 

    →社会保障よりは自助努力、社会保障を後退させる。 

     家族に個人よりも重い価値がある、というような考えは立憲主義に反す 

    る。そもそも家族の形に国家が介入すること自体が危うい。 

     家族を基礎的な単位として尊重  →  戦前の家長制的家族制の復活？ 

     大日本帝国は「天皇は親、国民はその赤子」という家族感。 

  ⑩第２８条２項「公務員の労働基本権の制約」 

    →現在でも国家公務員法、地方公務員法で労働基本権や政治的行為が制限 

    されているのに、なぜ、更に権利制限を憲法に明記する必要があるのか。 

     全体の「奉仕者」の強調、更には国民に国家へ奉仕させる前触れか。 

  ⑪総じて現行憲法の「侵してはならない」から「保障する」という表現に 

    →国家が基本的人権を保障してやる、という基本的な考えが基本にある。 

     天賦人権思想の否定 

    ※Ｑ＆Ａ「権利は、共同体の歴史、伝統、文化の中で徐々に生成されてき

たものです。したがって、人権規定も、我が国の歴史、文化、伝統を

踏まえたものであることも必要だと考えます。現行憲法の規定の中に

は、西欧の天賦人権説に基づいて規定されていると思われるものが散

見されることから、こうした規定は改める必要があると考えました。」 

 

  (5) 国家緊急権の新設（９８、９９条） 

  ア 国家緊急権とは？ 

   「戦争・内乱・恐慌ないし大規模な自然災害など、平時の統治機構をもって

しては対処できない非常事態において、国家権力が、国家の存立を維持する

ために、立憲的な憲法秩序（＝人権保障と権力分立）を一時停止して、非常

措置をとる権限」（芦部信喜『憲法学１』有斐閣 2001 年 65 頁） 

  イ 現行憲法には規定なし 
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    規定されていないことをどう評価するか。 

   ・学説：①欠陥説→憲法改正 

       ②否認説→規定は有害・無用 

              ③容認説→現行憲法の下でも国家緊急権の行使は可能 

        その１：憲法に規定がない以上、予め法律を作出しておくことは

憲法上許されないが、必要があったときに、最小限度の

措置を立法化する。 

        その２：不文の原理。但し、目的の明確性、非常措置の一時的か

つ必要最小限、濫用防止のための責任制が必要 

   ウ 1946 年 7 月 15 日の帝国憲法改正委員会における金森国務大臣の答弁 

    ①民主政治を徹底させて国民の権利を充分擁護するためには、非常事態に

政府の一存で行う措置は極力防止しなければならない 

    ②非常という言葉を口実に政府の自由判断を大幅に残しておくと、どの様

な精緻な憲法でも破壊される可能性がある 

    ③特殊の必要があれば臨時国会を召集し、衆議院が解散中であれば参議院

の緊急集会を招集して対応できる 

    ④特殊な事態には平常時から法令等の制定によって濫用されない形式で完

備しておくことができる 

    との理由により、国家緊急権を設けなかったと答弁している。 

     明治憲法の緊急権が天皇絶対のイデオロギーと不可分だったという歴史

的事情を反省し、国家権力を立憲主義的憲法体制の枠内に閉じ込めようと

する表れとみるべき。 

   エ 自民党草案の緊急事態条項（９８、９９条）の問題点 

    ①緊急事態宣言を発する根拠が広範 

    ②内閣総理大臣の判断基準が曖昧 

    ③事前又は事後の国会の承認は濫用防止効果があるのか 

      現行の自衛隊法における防衛出動でさえ、国会の承認は事前 

    ④緊急事態宣言の期間の目安が１００日は長すぎないか 

    ⑤内閣の「法律と同一の効力を有する政令」、内閣総理大臣の「財政上必

要な支出その他の処分」「地方自治体の長に対してする指示」は、権限

が広すぎ、立法権・地方自治の侵害 

    ⑥政令、処分の事後の国会承認は濫用防止の歯止めになるか 

   オ 大規模災害に対しては現行法制でも対処可能 

     災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、災害救助法、原子力災害

対策特別措置法、警察法、自衛隊法など。 
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     災害対策は、事前の準備が必要。 

     権限を上に取り上げるのではなく、災害を受けた現場に権限を下ろす方

が効果的。 

 

 (6) 憲法改正手続：９６条 

  ア 現行憲法９６条 

  「各議員の総議員の 2/3 以上の賛成で発議」し「国民投票による過半数の賛成」 

  ・通常の法律「出席議員の過半数」 →「総議員の 2/3」と決議要件を加重 

  ・通常の法律には求められない国民投票 

    →通常の法律よりも厳格な改正手続規定＝「硬性憲法」←→「軟性憲法」 

 イ 自民党草案の改正手続 

  「各議員の総議員の過半数で発議」し「国民投票による過半数の賛成」 

   緩和の理由（自民党Ｑ＆Ａ） 

  ・現行規定は世界的に見ても改正しにくい憲法 

・国民に提案される前の国会での手続をあまりに厳格にするのは、国民が憲法 

について意思を表明する機会を狭めることになり、主権者である国民の意思 

を反映しないことになってしまう。 

 ウ 各国の憲法改正手続はどうなっているか  → 資料参照。 

  エ 改正手続緩和の問題点 

  ①憲法改正が行われなかったのは発議要件が厳格なためではない。 

   ∵現行憲法以上に改正手続が厳格な国々でも改正はたびたび行われている。 

    憲法の規定が詳細過ぎ、それが政治的・社会的変化に対応できなくなった。 

②要件緩和の真の意図は憲法９条改正の下準備 

    ③直接民主制の弊害を助長する危険 

    現行憲法の改正規定は、間接民主制と直接民主制の相互補完の下に、少数

者の人権を守ることを目指している。 

    間接民主制によって現れる国会の意思と、国民投票という直接民主制によ

って現れる国民の意思とは必ずしも同じではない。両者はどちらか一方を選

べば足りるというものではなく、それぞれ特別の意義を持っている。 

    間接民主制：慎重な審議、専門的、合理的な判断ができる一方、主権者の 

      意思が反映されないおそれ。 

    直接民主制：主権者たる国民の意思を直接反映できる一方、ある種の政治 

      ムードに流されるおそれ。 

    現行規定は、少数者の人権を守るという立憲主義思想の端的な表れ。国会

の過半数を獲得した政権与党だけの提案によるのでなく、野党である他党も
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賛同できるような合理的な内容に落ち着くまで十分な審議討論を重ね、合意

を得た上で国民に提案することを予定している。 

  ④立憲主義の趣旨を没却する 

    憲法によって縛られた当事者（＝国会、国会議員、内閣）が「やりたいこ

と」ができないから改正ルールを緩めるなどということは本末転倒。憲法に

ついて国民に議論して貰う機会を国会や内閣が提供するという発想は、憲法

制定権力の主体（＝国民）を誤解している。 

  ⑤憲法の安定性を阻害する 

    憲法は最高法規であるから、時の政権、政治状況によってふらふらと揺れ

動くものであってはならない。安定的に国家の基本法として機能しなければ

ならない。これが硬性憲法の趣旨。改正要件緩和によって、国会の多数党交

代の度に憲法が変えられるとなれば、憲法の安定性は失われる。 

  ⑥憲法違反の国会は改憲を論じる資格がない 

    一人一票裁判により違憲状態判決が相次いでいる。衆参とも違憲状態と判

断されている今の国会の構成の下で、憲法改正を論じることはできないので

はないか。 

                                                             以 上 


